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■ 研究発表論文

市区改正期から戦災復興期までの公園 ・緑地計画標準
に関する研究

A Study of Park and Open Space Planning Standards

杉 田早 苗*土 肥 真 人**

Sanae SUGITA, Masato DOHI

摘要:本 研究では個別計画の公園計画標準,全 国的な公園計画標準,土 地区画整理標準とそれらの関

係に注目し,都 市計画標準の萌芽期から戦災復興までの公園計画標準の歴史的変遷の全体像を把握す

ることを目的とする。計画標準の歴史的経緯や計画標準の項目内容の分析から,以 下が明らかとなっ

た。(1)土地の立地性から計画を発想していた時代から土地の立地性によらない計画発想への転換がみ

られた。(2)全国的な公園計画標準と土地区画整理の計画標準の間には,双 方の理論を互いに支える関

係が考察された。(3)個別計画の計画標準から,全 国的な計画標準と土地区画整理の計画標準が同時的

に生成し,徐々にその三層構造を確立していったプロセスが考察された。

1.研 究の目的と背景

公園計画の方向性が量から質への転換 といわれて久 しい。現在

において も,土 地確保の問題などから,既 存の公園ス トックの活

用や質の向上などが求められている。公園の計画は歴史的には,

明治6年 の太政官布達にはじまった。以降,市 区改正事業,震 災

復興事業,都 市計画法による事業などによって公園数は急激に増

加する。本研究では,こ の量的増加に一定の役割を果たしたと思

われる市区改正から戦災復興までの公園の 「計画標準」に焦点を

あてる。この時代には,個 別計画の発想か ら現代的な計画標準,

す なわち一般的な場所へも適用できる計画標準 という発想が誕生

している。さらに,現 代において公園緑地の実現化,特 に土地取

得の有力な手段となっている土地区画整理の計画標準も作成され

ている。

そこで本研究では,個 別計画,公 園計画標準,土 地区画整理標

準,及 びそれらの関係に注目し,都 市計画標準の萌芽期か ら戦災

復興までの公園 ・緑地計画の計画標準の歴史的変遷にっいて全体

像を把握することを目的とする。 これは今後の広域的公園 ・緑地

計画のあり方を模索するための基礎的作業 と考える。

2.研 究の対象と方法

本研究で扱う計画標準とは,策 定された個別計画における公園

配置の基本的な考え方,お よび今日的な一般標準のことを指 して

いる。研究の方法は,ま ず市区改正から戦災復興計画までの公園 ・

緑地関連の計画標準を公園緑地関連の資料から抽出したのち,計

画標準の変遷プロセスを概観する。続いて,分 析の対象を営造物

公園に関する標準に絞り,公 園種や配置,数 量面積といった計画

標準の具体的内容 ・項目の変遷について詳細に考察する。

計画標準は年史等の公園関連書籍 紹介記事および既往研究か

ら抽出した1)2)3)4)。抽出にあたっては委員会や議会,内 務省等で検

討,承 認されたものや通牒として出されたものに限定 し,個 人の

私案は除いた。史料については可能な限 り原典に依拠 した5)。

既往研究では,公 園緑地の配置計画とその思想を扱ったものは

数多 くある。策定計画に関する歴史的な研究 としては,市 区改正

審査会案の公園計画の特徴からその背後にある思想を考察 したも

の6),審 査会案から委員会案への配置計画の変更の考察か ら,変

更の要因となった背景思想を考察したものがある7)。震災復興計

画では,52の 小公園の計画内容やその管理運営に踏み込んだ考

察か ら,そ の計画思想を考察 したもの8),同 様 に52小 公園の建

設過程,平 面計画,利 用形態からその目指した空間 と実際の利用

の剥離について言及したもの9)が ある。戦災復興計画としては,

計画検討段階の議事録の分析から公園緑地計画の思想を考察した

もの1。)がある。また,緑 地地域や地域制緑地については,関 連す

る諸施策との関連から緑地地域の歴史的位置づけを明らかにした

もの11),ま た緑地地域の指定解除の変遷からその意味を考察 した

もの12),公 園道路については大正から戦前までの東京都市計画の

考察から公園道路の計画思想を考察したもの13)がある。 さらに,

公園の計画標準については,特 集記事14)や公園の体系的図書15)で

紹介されている他,市 区改正から昭和8年 の公園計画標準までの

全国的な計画標準を対象に,立 地の資源性による立地本位型,平

均的な分布を目指す分配型,公 園の有機化を目指 した構造型の配

置計画体系を抽出 したもの16)があ る。

これら既往研究においては,土 地区画整理標準 も含め網羅的に

計画標準を考察の対象とし,本 研究では公園計画として提示され

た計画標準の内容から,計 画標準が示 している公園計画の考え方

を考察する。

3。 歴史的経緯からみた計画標準の変遷

(1)は じめに

前述 した方法により,市 区改正から戦災復興計画 までの12の

個別計画,全 国的な計画標準,土 地区画整理標準を抽出した。

本章では,こ れ ら計画標準の検討段階を含めた歴史的経緯や,策

定された計画内容,計 画の実施状況を分析対象とし,個 別計画,

公園計画標準,土 地区画整理標準の3っ の関係に着目しながら,

計画標準がどのように生成 ・変遷 したかを検証する。さらに,各

計画標準が規定 した公園 ・緑地の対象範囲を把握する。

まず,計 画標準の名称,そ の歴史的経緯,策 定された計画の概

要を経年的に整理 した(表 一1以 降では標準名称を本表に記載

した番号で記す)。 また,計 画標準の内容を表一217)に 整理 した。

以降では,(A)個 別計画の計画標準-(1),(2),(3),(10),(12),(B)

全国的な計画標準-(4),(6),(8),(C)土 地区画整理の計画標準―

(5),(7),(9),(11),の3つ の分類を用いる。

(2)計 画標準の説明と歴史的関係

(i)個 別計画の計画標準の変遷

(1)18)19)20)は,市区改正審査会時のものである21)。これらは諸外
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国に倣 って算定 された数値を活用 したものであり,計 画において

は大公園11箇 所,43箇 所 の小公園の位置が決め られた。後に旧

設計,新 設計と計画は変更され,最 終的に敷地買収により3公 園,

残 りは官有地だった寺社の転用により実施に至った22'。(2)23)24)は

東京都市計画の公園計画標準だが,策 定中に関東大震災が発生 し

実現には至 らなかった。(3)25)26)は震 災復興計画立案時のもので,

公園総面積の設定基準のみである。なお,こ の計画は検討段階で

大幅に変更 されるが,大 公園は土地収用,小 公園のほとんどが区

画整理事業により実現に至る。(10)27)の東京緑地計画は東京府,神

奈川,千 葉,埼 玉の4府 県にまたがる広域計画であり,緑 地専門

の計画だったことからも,他 の個別計画と位置づけが異なる。決

定された計画内容を見ると,小 公園は各区に配分する面積,数 量

を算定したが,具 体的空間配置は示 していない28)。計画のうち環

状緑地帯の拠点部分 となっていた普通公園,運 動公園等の大公園

は都市計画緑地として計画決定され,用 地買収によって事業実施

に至る29)。(12)30)は東京を含めた戦災都市に対する計画標準である。

戦災復興の公園計画は昭和24年 の再検討により計画の約4割 が

削減され,事 業化に至 ったものはわずかだっだ1〕が,こ れは土地

区画整理事業が当初の10分 の1に 縮小 されたことが原因とされ

ている32)。

(ii)全 国的な計画標準の変遷

大正9年 に公布された都市計画法には,都 市計画立案等に関す

る公的指針が明示されていなかった33)。そのため,内 務省では大

正10年 末より内務省内に公園協議会を設置し,公 園の計画基準

の検討を始めた34)。このとき東京市の公園計画である(2)も同協議

会により同時に検討 されだ5)。 これに続き(4)36)37)が作成され,さ

らに(4)の改訂版 とされる(6)38),最後 に決定版ともいえる(8)39)がっ

くられ,こ こに全国の都市計画に適用する初めての都市計画標準

が誕生 した40)。この(8)「公園計画標準」は都市計画新法が公布さ

れた昭和43年 後 も,長 期に渡り都市における公園緑地行政の指

針となった41)。

(iii)土 地 区画整理標準の変遷

表-1 計画標準の歴史的経緯と策定計画概要

図-1 計 画標準の時代区分
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表-2 計画基準 ・計画標準の内容

□ は筆者 が設定 した項目、その他は計画標準で使用 されている項 目。文言は適宜、片仮 名を平仮名 に直 し、語尾 を省略 した。

※1公 園標準面積 ・誘致距離より割合算定。

※2環 状緑地帯 は基準にはなく、「聚落地 は緑地 を以て遮断す ること」、「緑地 は外郊より都心に向つて撰状に配置すること」という記述がある。

※3原 資料 では各緑地種類毎 に記 されているが、紙面の都合上 、記載の多かったもののみ掲載 した。

ラ ン ドス ケ ー プ研 究65 (5), 2002 765



土地区画整理に関する計画標準 は(5)42),(7)43),(9)44),(11)45)であ

る。これらは,(11)を除 き内務省が検討 していた土地区画整理標準

作成の流れにある。

(5)は(4)の計画標準案と同日に説明された土地区画整理事業での

公園3%保 留を盛り込んだ審査基準である46)。この公園3%保 留

理論はその後開催された都市計画主任会議に引き継がれ,申 し合

わせ事項として決まった47)。後の(9)で公園3%保 留理論は土地区

画整理標準として正式に決定され,確 保された公園用地の詳細に

ついては同時に通達された 「公園計画標準」に準拠することが明

記された。 この3%理 論では48),計画標準(公 園面積 ・誘致半径)

と計画原単位を仮説として設け,そ の積み上げにより公園計画論

を構築しており,計 画原単位に対する公園総面積の割合から3%

を算出している。つまり,公 園計画に必要な土地を区画整理標準

の面積確保で提供する,逆 にいえば土地区画整理事業により確保

できる土地を基本とし公園計画が成立するという考えであった49)。

(iv)全 体の考察

つづいて(i)～(iii)の 考察結果と事業の継続性から全体の歴史

的関係を整理した(図-1)。

(1)と(2)以降の計画標準とは時間的に分断されている。当時の時

代背景と市区改正計画審査会における公園計画の立地場所を考慮

すると,(1)は 明治6～31年 までの太政官布達による公園行政の

影響を受けていると考えられる。 これより,(1)が 出 された時代は

土地の立地性が公園配置を左右 していたと考えられ,地 盤官有思

想から官有地を公園に指定することで,公 園の土地を確保してい

た時代だといえる50)。また(3)の最終案では大小公園ともに計画個

数と場所を決定 し,大 公園は土地収用,小 公園は土地区画整理で

実現したが,(10)にな ると大公園は計画個数と場所を決定するもの

の小公園は面積 と個数を示すのみで具体的配置計画は決定 してい

ない51)。以上より,土 地の立地性から計画を発想 していた時代か

ら土地の立地性によらない計画発想への転換がみられ,特 にその

傾向は小公園で顕著である。

次に個別計画の計画標準,全 国的な計画標準と土地区画整理の

計画標準の関係について考察する。 まず,全 国的な公園計画標準

((4),(6),(8))と 土地区画整理の計画標準((5),(7),(9),(11))は,

同時並行的に検討がされており,ま た,事 業の継続性か らみると

震災復興事業の頃と重なっていることがわかる。(iii)の考察結果

とあわせると,こ の時期は,双 方に関係を強化させなが ら公園計

画標準と土地区画整理標準の理論化が図られ,同 時に実践面にお

いてもその手法の有効性が確認された時代だといえよう。 また

(ii)の 考察から,全 国的な公園計画標準作成の発端となったのは,

個別計画の(2)であ り,個 別計画と全国的な計画標準が相互に影響

を与えなが ら誕生 してきたことも考察された。さらに,計 画標準

として初めて法的位置づけがなされた(8)の直後に策定された(10)で

は,(iii)で 考察 したような計画原単位と計画標準を用いた算定方

法により公園面積を算出いることか ら,全 国的な計画標準か ら個

別計画へのフィー ドバ ックも見 られた。

以上より,最 初は個別計画の計画標準を模索する中か ら,全 国的

な計画標準と土地区画整理の計画標準が同時的に生成 し,徐 々に

その三層構造を確立 していったプロセスが窺える。

(3)計 画標準の対象範囲

次に表-2を 用いて計画標準の対象について考察する。

標準として扱う対象の範囲をみると,(8)に 至 るまでは公園とい

う名称を用い都市施設としての公園のみを対象としているが,(10)

以降では名称を緑地に変えている。公園 ・緑地種類の内容をみる

と,(6)で 公園計画に際 して考慮すべき項目として神社,仏 閣や保

存地,墓 苑等が挙げられ,そ れらが(10)では緑地の対象として組み

込まれている。(10)の東京緑地計画は地域制緑地の思想を背景にし

ており,他 に比 して圧倒的に緑地種類が多く特異である。 しかし,

(12)にな ると(10)で対象としていた緑地のほとんどが外され,公 園以

外に残 る緑地 としては公園道路と墓苑のみである。また,公 園 ・

緑地の種類には入 らないが,(10)と(12)では環状緑地帯52)と緑地地域

が誕生 した。 これは地域制緑地の思想を背景としたものであり,

環状緑地帯が緑地地域に引き継がれている53)。

(4)ま とめ

本章では以下の点が明 らかとなった。

1)土 地の立地性か ら計画を発想 していた時代か ら土地の立地性

によらない計画発想への転換がみられ,特 にその傾向は小公園

で見 られた。

2)土 地区画整理標準における公園の保留面積の割合は,公 園計

画論をもとに算出されていたことから,全 国的な計画標準と土

地区画整理の計画標準の間には,双 方の理論を互いに支える関

係が考察された。

3)個 別計画の計画標準か ら,全 国的な計画標準と土地区画整理

の計画標準が同時的に生成 し,徐 々にその三層構造を確立した

プロセスが考察された。

4)計 画標準の対象は(10)で一旦拡大するものの,そ の後施設とし

ての公園以外の多 くの緑地が外され,扱 う対象が縮小する変遷

が考察された。

4.計 画標準の内容項目

(1)は じめに

前章で考察された計画標準の対象のうち地域制緑地を対象から

除き,公 園4)(公 園 に1順ずるものを含む)の 計画標準の内容の変

遷を項目ごとに詳細に分析する。

(1)～(12)より標準項目を抽出し,こ れにもとついて内容を整理 し

た(表-3)。 以降,表-2お よび表-3を 用いて考察を進める。

なお,以 降の記述では表-3中 の大項目を 《 》,小 項目を[]

で表記する。

(2)各 計画標準について

まず,個 別計画の計画標準をみると,(1)の み他の計画標準の項

目と大きく異なっていることがわかる。全国的な計画標準では,

該当する小項目に多少変化はあるものの,大 きな枠組みは変化 し

ていない。これ らを共通 してみると,(1)を 除 き枠組みはほぼ共通

していることがわかる。特に(8),(10),(12)の[公 園種類][1箇 所

当り公園標準面積],[計 画 区域 ・配置圏],[誘 致距離],[公 園系

統 ・慰楽系統],[平 均分布],[周 辺環境条件]の 内容や数値は同

じである。

次に土地区画整理に関する標準についてみると,[土 地区画公

園面積確保](以 下,[公 園面積確保])の 数値は(11)が5%で,そ

れ以外は3%と なっている。[1人 当り公園面積]は(11)の みだが,

これは(12)の[1人 当 り公園面積]の 数値 と一致 している。配置に

ついては(7),(9)の[周 辺環境条件]の み該当している。これより,

以降では,個 別計画の計画標準と全国的な計画標準のみを対象に

大小項目ごとの考察を行なう。

(3)《 公園種類》について

傾向をみると大きく変化する点が2箇 所ある。第一は(1)と(2)の

間で,(1)で は[大 小遊園]の 区別しかなかったものが,(2)で はそ

れ以降に見られる 《公園種類》が誕生 している。大小遊園は,大

遊園が東京市民全体のため,小 遊園はその地域のためという説明

しかない55)。第二の変化は(6)と(8)の間で,こ こでは小公園,大 公

園や少年公園などが,こ れまでの 《公園種類》の上位 ・下位 レベ

ルに誕生 し,初 期の公園種類に対 して階層構造をとるようになる。

また,[都 市公園]が なくなると同時に[普 通公園]が 種別とし

て新 しく登場し,そ れまで公園の一種であった[道 路公園]が 公

園とは別扱いにされている。全体 としては,初 期には大小遊園の

区別 しかなかったが,基 本的な 《公園種類》の枠組みが誕生,以
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降,階 層性が追加され,道 路機能を持つ[道 路公園]が 別扱いに

されるプロセスといえる。

(4)《 数量面積》について

まず,公 園として確保すべき箇所数 ・面積を表す,[公 園数]

と[公 園総面積],[人 口1人 当 り公園面積]の 傾向をみると,

(2)と 同様,(1)と それ以外で大きく異なっている。[公 園数]を

用いたのは(1)のみ であり,そ れ以降は,[公 園総面積]や[人 口

1人 当り公園面積]な ど,面 積を用いている。[公園総面積]は(1),

(8),(10)以外の全てにあり,都 市計画区域や震災,戦 災復興計画区

域に対する面積や人口割合で示 されている。さらに前章で考察 し

た公園計画に必要な土地を(9)の公 園面積確保で提供するというっ

ながりを考慮すると,(10)以外 は公園として確保すべき総面積が計

画標準として組み込まれていると考えられる。[1箇 所当り公園

標準面積]は(6)以 降,継 続的に整備される。その数値変化をみる

と,(2)と(6)で大 きく違 うが,(6)と(8)は近 隣 ・都市公園は同 じで,

(8)以降は全 く同じ数値になっている。

(5)《 配置》について

配置についても2つ の変化点が見 られる。1つ は(1)と(2)の問で,

表-2を み ると(1)には建物が密集 している所には遊園が必要であ

ることを述べてはいるが,こ れは(2)以降 の計画標準には見られな

い。次の変化点は(4),(6),(8)で 段階的に見られる。 これらは全て

(B)全 国的な計画標準の一連の系譜にあるが,配 置の考え方は

この時点で大きな変化があったことが看取される。

次に個別の項目ごとにみていくと,(6)以 降に継続 しているのが,

道路や公園同士の連絡による[公園系統 ・慰楽系統],[平 均分布],

[周辺環境条件]と いった項目である。また,[誘 致距離]は(1)と

(3),[計 画区域 ・配置圏]は(1)と(8)を 除 いて用いられているが,

(1)の特殊性を勘案すると,[誘 致距離]の(3),[計 画区域 ・配置圏]

の(8)の欠如は特徴的である。[公園系統 ・慰楽系統]で は,ま ず,

(1)から(2)において[道路公園]によって公園を連絡するという公園

系統の概念が誕生 した。次の(4),(6)で は[公園系統 ・慰楽系統]や

[配置]と しては明記されていないものの,[道 路公園]の説明にお

いて 「公園と公園を連絡する道路」 と記述されており,公 園系統

の概念が継続 していることがわかる。次の変化点は,(6)と(8)の 間

であり,(3)で 考察したように,別 扱いされた公園道路によって

慰楽系統的な連絡を構築することが[配置]において明記されるよ

うになる。この変化によって公園系統 という概念は消滅 し,都 市

全体を対象とする総合的な標準は戦災復興を除き,緑 のマスター

プランまでなかったとされる56)。

(6)ま とめ

本章では以下の点が明 らかとなった。

1)(1)は 《公園種類》,[公 園数]を用いている点,[誘 致距離],

[計画区域 ・配置圏],[公 園系統 ・慰楽系統]の概念がないこと

か らも,他 の標準とは大 きく異なっていた。

2)(1)を 除 く個別計画の計画標準,全 国的な計画標準の項目内容

の枠組みは,個 別計画,全 国的標準という違いによる差はみら

れなか った。また 《公園種類》,[1箇 所 当り公園標準面積],

[公園系統 ・慰楽系統]の変遷の転換点は(8)であり,以 降は共通

点が多い。

3)公 園の一種であった[道 路公園]に よって公園を連絡 し,公

園系統を成立させる考えから,公 園と別扱いの公園道路や行楽

道路によって慰楽地を連絡 させる考えへの転換が考察された。

5.結 論

1)太 政 官布達の影響か ら具体的な立地性に左右されながら,官

有地指定により土地取得を行っていた市区改正審査会の時代か

ら,大 公園は土地収用,小 公園は土地区画整理事業により土地

取得を行なう時代への変遷が考察され,標 準項目の違いからも

市区改正審査会時の計画標準とそれ以降の計画標準には大きな

隔たりが考察された。同時に土地の立地性から計画を発想 して

いた時代から土地の立地性によらない計画発想への転換がみら

れ特にその傾向は小公園で強いことがわかる。

2)土 地区画整理標準における公園の保留面積の割合は,計 画標

準 と計画原単位を用いたシステマティックな公園計画論をもと

に算出されており,全 国的な計画標準と土地区画整理の計画標

準の間には,双 方の理論を互いに支える関係が考察された。

3)個 別計画の計画標準を模索する中から,全 国的な計画標準と

土地区画整理の計画標準が同時的に生成 し,徐 々にその三層構

表-3計 画標準 ・基準の抽出項目による分類

●◎○は当該項目が明記されているているもの
※1計 算結果としては提示されているもの

◎・○は各 々大公園、小公園 として位置づけられたもの

※2こ れ らは公園種類の一つではな く別扱いである

□ 区画整理に関する計画標準
※3環 状緑地帯、緑地地域に引き継がれている
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造を確立 していったプロセスが考察された。また個別計画と全

国的な計画標準では,項 目の基本的枠組みは同 じであり,特 に

内務次官通牒であった 「公園計画標準」 とそれ以降出された

「東京緑地計画」,「戦災復興計画」の標準では共通点が多 く見

られたことなどから,個 別計画か ら計画標準が誕生し,さ らに

計画標準が個別計画へ影響を与える関係が考察できた。

現代的な計画標準は本研究で対象とした時期に形成され,以 降,

その枠組みには大きな変更がない。土地区画整理を前提とした計

画標準は,公 園総面積,総 数は決定 しているが具体的配置は決め

ないといった立地によらない配置計画の考え方への転換を後押 し

し,公 園計画に際 して具体的土地を想定する機会を失わせる方向

性を含んでいたのではないだろうか。 とすると,今 日的な公園に

対する質的な課題は,土 地や空間の具体性や立地 ・場所性を回復

させることではないだろうか。
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Summary: Summary: The purpose of this study is to clarify the concepts of the standards of park and open spaces planning and
the alteration of those in Japanese early modern era. We analyzed 12 standards from historical continuance, contents and
concepts. As results, 1. Very early standard showed park in number, and It was changed to total quantity of park area and
continued to present, 2. This change was related to the land readjustment standard that introduced as new land acquisition way,
3. The standards were sophisticated in classification and hierarchy.
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